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【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ 101/00     (2006.01)
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   Ｃ０８Ｌ  23/08     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ 101/00    　　　　
   Ｃ０８Ｋ   5/03    　　　　
   Ｃ０８Ｌ  23/08    　　　　
   Ｃ０８Ｊ   3/20    ＣＥＲＺ
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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月9日(2010.2.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可燃物の難燃加工において、ペレットまたは組成物の全重量に基づいて８０重量％を上
回る少なくとも１つの難燃剤および少なくとも１つのαオレフィン共重合体を含む前記ペ
レットまたは組成物の使用であって、前記αオレフィン共重合体が、以下の特性
　　ａ）約０．８５～約０．９１の範囲内の密度、
　　ｂ）約３．５未満の分子量分布、Ｍｗ／Ｍｎ、
　　ｃ）約０．０１キロポワズ～約５０キロポワズの範囲内のプロセシングインデックス
（「ＰＩ」）、
　　ｄ）約０．０１グラム／１０分（ｇ／１０分）～約１０００ｇ／１０分の範囲内のメ
ルトインデックス、
　　ｅ）最大で約５０のＩ１０／Ｉ２比、および
　　ｆ）約５０％を上回るＣＤＢＩ、
　　のうちの２つ以上を特徴とする、ペレットまたは組成物の使用。
【請求項２】
　前記αオレフィン共重合体が、エチレン／αオレフィン共重合体であり、前記αオレフ
ィンが、Ｃ３－Ｃ２０αオレフィンおよび／またはＣ４－Ｃ１８ジオレフィンから選択さ
れる、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　難燃性配合物であって、
　　ａ）少なくとも１つの可燃物と、
　　ｂ）少なくとも１つの難燃剤と、
　　ｃ）少なくとも１つのαオレフィン共重合体と、
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　　ｄ）任意選択で、難燃性共力剤、酸化防止剤、紫外線安定剤、顔料、衝撃改質剤、充
填剤、酸捕捉剤、発泡剤等から選択される、少なくとも１つの追加の成分と、
　　を含み、
　　　ｉ）前記難燃性配合物から製造される試験片が、ａ）およびｂ）を含有する難燃性
配合物から製造される試験片の難燃性に等しいかまたはそれを上回る、ＵＬ－９４によっ
て決定される難燃性等級を有する、 
　　　または
　　　ｉｉ）前記難燃性配合物から製造される試験片は、ｂ）およびｃ）からペレットま
たは組成物を初期に形成することなく、ａ）、ｂ）、およびｃ）を含有する難燃性配合物
から製造される試験片の難燃性に等しいかまたはそれを上回る、ＵＬ－９４によって決定
される難燃性等級を有する、
　　　または
　　　ｉｉｉ）ｉ）およびｉｉ）の組み合わせであり、
　　　前記αオレフィン共重合体が、約５０％を上回るＣＤＢＩと、約３．５未満の分子
量分布、Ｍｗ／Ｍｎを有する、難燃性配合物。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの難燃剤が、ハロゲン化難燃剤である、請求項３に記載の難燃性配
合物。
【請求項５】
　前記ハロゲン化難燃剤は、そのハロゲン構成成分として、臭素、塩素、またはそれらの
混合物を含有する、請求項３～４のいずれかに記載の難燃性配合物。
【請求項６】
　前記ハロゲン化難燃剤が、ハロゲン化ジフェニルアルカンである、請求項３～５のいず
れかに記載の難燃性配合物。
【請求項７】
　前記αオレフィン共重合体が、エチレン／αオレフィン共重合体であり、前記αオレフ
ィンは、Ｃ３－Ｃ２０αオレフィンおよび／またはＣ４－Ｃ１８ジオレフィンから選択さ
れる、請求項３～６のいずれかに記載の難燃性配合物。
【請求項８】
　前記αオレフィン共重合体が、
　　　ａ）約０．８５～約０．９１の範囲内の密度と、
　　　ｂ）約３．５未満の分子量分布、Ｍｗ／Ｍｎと、
　　　ｃ）約０．０１キロポワズ～約５０キロポワズの範囲内のプロセシングインデック
ス（「ＰＩ」）と、
　　　ｄ）約０．０１グラム／１０分（ｇ／１０分）～約１０００ｇ／１０分の範囲内の
メルトインデックスと、
　　　ｅ）最大で約５０のＩ１０／Ｉ２比と、
　　　ｆ）約５０％を上回るＣＤＢＩと、
　　を特徴とする、請求項３～７のいずれかに記載の難燃性配合物。
【請求項９】
　前記可燃性樹脂が、スチレン系樹脂、熱可塑性樹脂、ポリオレフィン樹脂、またはそれ
らの組み合わせである、請求項３～８のいずれかに記載の難燃性配合物。
【請求項１０】
　前記難燃性配合物が、ｄ）をさらに含む、請求項３～９のいずれかに記載の難燃性配合
物。
【請求項１１】
　前記難燃剤が、前記難燃性配合物の全重量に基づいて最大で約３０重量％の量で存在す
る、請求項３～１０のいずれかに記載の難燃性配合物。
【請求項１２】
　前記ｂ）およびｃ）が、ペレットまたは組成物に形成され、前記ペレットまたは組成物



(3) JP 2011-517700 A5 2011.7.28

が、ａ）と混合され、ｂ）およびｃ）から初期に形成される前記ペレットまたは組成物が
、ｉ）前記ペレットまたは組成物の全重量に基づいて少なくとも約８０重量％の難燃剤か
、ｉｉ）前記ペレットまたは組成物の全重量に基づいて約８５重量％を上回る難燃剤か、
ｉｉｉ）前記ペレットまたは組成物の全重量に基づいて約８６～約９２重量％の範囲内の
難燃剤か、またはｉｖ）前記ペレットまたは組成物の全重量に基づいて約８６～約８８重
量％の範囲内の難燃剤を含有する、請求項３～１１のいずれかに記載の難燃性配合物。
【請求項１３】
　前記難燃性配合物が、
　ａ）前記難燃性配合物から製造される試験片が、ａ）およびｂ）を含有する難燃性配合
物から製造される試験片のＩＺＯＤ衝撃強度に等しいかまたはそれを上回る、試験法ＡＳ
ＴＭ　Ｄ２５６またはＩＳＯに従って決定されるＩＺＯＤ衝撃強度を有する、
または
　ｂ）前記難燃性配合物から製造される試験片が、ｂ）およびｃ）からペレットまたは組
成物を初期に形成することなく、ａ）、ｂ）、およびｃ）を含有する難燃性配合物から製
造される試験片のＩＺＯＤ衝撃強度に等しいかまたはそれを上回る、試験法ＡＳＴＭ　Ｄ
２５６またはＩＳＯに従って決定されるＩＺＯＤ衝撃強度を有する、
または
ｃ）ｉ）およびｉｉ）の組み合わせ、
をさらに特徴とする、請求項３～１２のいずれかに記載の難燃性配合物。
【請求項１４】
　前記可燃性樹脂が、熱可塑性またはスチレン系樹脂であり、
　ａ）前記難燃性配合物から製造される試験片が、ａ）およびｂ）を含有する難燃性配合
物から製造される試験片のＩＺＯＤ衝撃強度に等しいかまたはそれを上回る、試験法ＡＳ
ＴＭ　Ｄ２５６またはＩＳＯ　１８０に従って決定されるＩＺＯＤ衝撃強度を有し、ＡＳ
ＴＭ　Ｄ１２３８またはＩＳＯ　１１３３によって決定される前記難燃性配合物のメルト
フローレートが、ａ）およびｂ）を含有する難燃性配合物のメルトフローレートに等しい
かまたはそれを上回り、ＡＳＴＭ　Ｄ６３８またはＩＳＯ　５２７によって決定される前
記難燃性配合物の破断伸度が、ａ）およびｂ）を含有する難燃性配合物のメルトフローレ
ートに等しいかまたはそれを上回る、
または
　ｂ）前記難燃性配合物から製造される試験片が、ｂ）およびｃ）からペレットまたは組
成物を初期に形成することなく、ａ）、ｂ）、およびｃ）を含有する難燃性配合物から製
造される試験片のＩＺＯＤ衝撃強度に等しいかまたはそれを上回る、試験法ＡＳＴＭ　Ｄ
２５６またはＩＳＯ　１８０に従って決定されるＩＺＯＤ衝撃強度を有し、ＡＳＴＭ　Ｄ
１２３８またはＩＳＯ　１１３３によって決定される前記難燃性配合物のメルトフローレ
ートが、ｂ）およびｃ）からペレットまたは組成物を初期に形成することなく、ａ）、ｂ
）、およびｃ）を含有する難燃性配合物のメルトフローレートに等しいかまたはそれを上
回り、ＡＳＴＭ　Ｄ６３８またはＩＳＯ　５２７によって決定される前記難燃性配合物の
破断伸度が、ｂ）およびｃ）からペレットまたは組成物を初期に形成することなく、ａ）
、ｂ）、およびｃ）を含有する難燃性配合物のメルトフローレートに等しいかまたはそれ
を上回る、
または
ｃ）ｉ）およびｉｉ）の組み合わせである、
請求項３～１３のいずれかに記載の難燃性配合物。
【請求項１５】
　請求項３～１４のいずれかに記載の組成物から製造される成形品または押出品。
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